
（別　表）ボランティアの種類 活動内容等 資格・備考≪ホームステイ≫
≪ホームビジット≫ 　　

  ・活動を円滑に行える語学力があること。　（４）技術・技能
在住外国人への日本語指導。 ・日本語教育能力検定試験合格者【外国人ふれあいサロン】 ・日本語教授法420時間の課程修了者　活動希望者は説明会への出席が必要。【たのしい日本語】クラス形式の日本語教室で指導を行う。外国人への日本文化（茶道・華道・書道等）紹介。日本人への外国文化（民族舞踊等）紹介。
　　 特に語学の資格を必要としない。
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（１）ホームステイ・ホームビジット
外国人の来館・電話による各種問合せの際の通訳のほか、センター主催事業及びセンターが紹介する事業において、通訳等、語学面での協力をする。 ・登録の際に、各言語の実力がわかる取得資格や言語に関する経験・経歴を明記すること。また、新たに取得した資格等があれば報告すること。
外国人を一泊以上家庭に受け入れ、日本の家庭生活を紹介することにより、日本の姿を理解し、交流を深める機会を提供する。外国人を家庭に招待し、家庭生活に直接触れる機会を提供する。

・家族全員の理解を得たうえで受け入れることができる家庭。・文化・言語・習慣の違いなどを理解し、特定の国に偏らずに積極的に外国人を受け入れることができる方。・受入において、積極的にコミュニケーションを図り、柔軟な対応ができる方。
・活動を円滑に行える語学力があること。（英語の場合はTOEIC730点、英検準１級程度)（２）通訳
・当該言語でデータ送受信できる方が望ましい。（３）翻訳 各種文書・記事・印刷物などの翻訳活動をする。在住外国人への日本語指導や、国際会議の場などにおける日本文化（着付け、茶道・華道・書道等）、および外国文化の専門的技術・技能等の提供を通じて、国際親善を図る。毎週土曜日、13：30から16：00まで（ミーティング時間を含む）。原則 1対１で会話をしながら日本語習得の支援を行う。 ・大学で日本語教育を主専攻及副専攻修了者上記いずれかの資格をお持ちの方、またはそれと同等とセンターが認める方。　ア　日本語指導
それぞれの分野の技術を提供できる程度の技能をお持ちの方。活動に支障のない程度の外国語能力のある方。（各言語において適宜条件を設定）　イ　文化紹介　ウ　外国語絵本読み聞かせ「アイアイ」 小学校就学前の子どもを対象に、日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語で絵本の読み聞かせをする。
参加希望者は、４月に開催するボランティア説明会に参加することが必須条件。

主にセンターが主催（共催）する事業に対して、会場設営・受付・資料の作成・発送業務など、スタッフと協力し、企画・運営を行う。（５）一般業務 参加ボランティアのアイデアを活かしながら、毎月１回のペースで行われるミーティングへの参加を通じて、講演会を中心にした国際交流、国際協力に関する事業の企画・運営を行う。（６）地球市民トークプラザ


